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平成２５年第２回上富田町議会定例会会議録 

（第１日） 

○開会期日  平成２５年６月１１日午前９時３０分 

───────────────────────────────────────── 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

───────────────────────────────────────── 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１１名） 

      １番  山 本 明 生        ２番  木 村 政 子 

      ３番  三 浦 耕 一        ４番  大 石 哲 雄 

      ５番  畑 山   豊        ６番  奥 田   誠 

      ７番  沖 田 公 子        ８番  榎 本   敏 

      ９番  木 本 眞 次       １１番  吉 田 盛 彦 

     １２番  井 澗   治 

───────────────────────────────────────── 

 欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────── 

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  平 田 隆 文  局 長 補 佐 十 河 貴 子 

───────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長 小 出 隆 道  副 町 長 平 見 信 次 

教育委員長 岩 橋 幸 大  教 育 長 梅 本 昭二三 

会計管理者 笠 松 眞 年  総務政策課長 山 本 敏 章 
総務政策課 

企 画 員 
川 口 孝 志  総 務 政策課 

企 画 員 
森 岡 真 輝 

総務政策課 

企 画 員 
水 口 和 洋  総 務 政策課 

企 画 員 
撫 養 充 洋 

税 務 課 長 山 崎 一 光  税務課企画員 橋 本 秀 行 

産業建設課長 植 本 敏 雄  産 業 建設課

企 画 員 
三 栖 啓 功 

産業建設課

企 画 員 
菅 谷 雄 二  住民生活課長 和 田 精 之 
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住 民生活課

企 画 員 
平 田 敏 隆  

住 民生活課

企 画 員 
原   宗 男 

住民生活課

企 画 員 
坂 本   厳  上下水道課長 福 田 睦 巳 

上下水道課

企 画 員 
植 本   亮  上 下 水道課

企 画 員 
谷 本 芳 朋 

教育委員会

総 務 課 長 
家 高 英 宏  教 育 委員会

生涯学習課長 
薮 内 博 文 

 

───────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 報告第 １号 上富田町税条例の一部を改正する条例 

  日程第 ５ 報告第 ２号 上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第 ６ 報告第 ３号 平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第７号） 

  日程第 ７ 報告第 ４号 平成２４年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書 

  日程第 ８ 報告第 ５号 平成２４年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予 

               算（第３号） 

  日程第 ９ 報告第 ６号 平成２４年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算 

               （第３号） 

  日程第１０ 報告第 ７号 平成２４年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第３ 

               号） 

  日程第１１ 報告第 ８号 平成２４年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第 

               ２号） 

  日程第１２ 報告第 ９号 平成２４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算 

               （第５号） 

  日程第１３ 報告第１０号 平成２４年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補 

               正予算（第２号） 

  日程第１４ 報告第１１号 平成２４年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補 

               正予算（第２号） 

  日程第１５ 報告第１２号 平成２４年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１ 

               号） 

  日程第１６ 報告第１３号 平成２４年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予 
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               算（第４号） 

  日程第１７ 報告第１４号 平成２４年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算 

               （第３号） 

  日程第１８ 報告第１５号 平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算 

               （第１号） 

  日程第１９ 報告第１６号 平成２５年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補 

               正予算（第１号） 

  日程第２０ 報告第１７号 平成２５年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補 

               正予算（第１号） 

  日程第２１ 議案第３４号 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第２２ 議案第３５号 町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一部を 

               改正する条例 

  日程第２３ 議案第３６号 上富田町教育委員会教育長の給与の減額支給に関する条 

               例の一部を改正する条例 

  日程第２４ 議案第３７号 上富田町長期継続契約を締結することができる契約を定 

               める条例 

  日程第２５ 議案第３８号 上富田町住民生活に光をそそぐ基金条例を廃止する条例 

  日程第２６ 議案第３９号 紀南環境広域施設組合の設置に関する協議について 

  日程第２７ 議案第４０号 平成２５年度上富田町一般会計補正予算（第１号） 

  日程第２８ 議案第４１号 平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算 

               （第２号） 

  日程第２９ 議案第４２号 平成２５年度上富田町特別会計朝来財産区補正予算（第 

               １号） 

  日程第３０ 議案第４３号 土地取得について 

  日程第３１ 議案第４４号 土地取得について 

  日程第３２ 議案第４５号 工事請負契約の締結について（平成２５年度 第１号  

               高速道路推進事業 大内谷第二残土処分場造成工事） 

  日程第３３ 議案第４６号 物品購入契約の締結について（高規格救急自動車購入） 
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△開  会  午前９時３０分 

○議長（大石哲雄） 

  皆さん、おはようございます。 

  これより平成２５年第２回定例会を開会いたします。 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年第２回上富田町議会定例会を

開会いたします。 

  日程に入るに先立ちまして、５月から１０月までクールビズ期間となっております。

上富田町議会でも厳しい電力需給に対応し、６月から９月定例会までのクールビズとし

てノーネクタイですることを決定いたし、それに伴いまして、今議会はノーネクタイと

させていただいておりますので、ご理解をお願いいたします。 

  なお、暑いときは議長判断により上着を取っていただくことになっております。本日

は上着を取っていただいても結構かと思います。当局の方も上着を取っていただいて結

構であります。 

  また、今定例会には教育委員長にも招集通知をいたし、出席をいただいておりますの

で、ご報告させていただきます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において２番、木村政子

君、３番、三浦耕一君を指名いたします。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第２ 会期の決定 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２ 会期の決定の件を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から６月２１日までの１１日間にいたしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 
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  異議なしと認めます。 

  よって、会期は１１日間に決しました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第３ 諸般の報告 

○議長（大石哲雄） 

  日程第３ 諸般の報告をさせます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（平田隆文） 

  諸般の報告をいたします。 

  平成２５年３月定例会以降の議員活動並びに議員派遣の件及び地方自治法第１２１条

の規定により出席要求した６月定例会の説明員については、お手元に配付しております。 

  また、本定例会までに提出されています「核兵器全面禁止、非核平和の行動へのご協

力・ご支援のお願い」につきましては、お手元に配付しておりますので、お目通しくだ

さい。 

  次に、本定例会の一般質問の通告の締め切りは、本日６月１１日午後３時までとなっ

ていますので、質問内容を具体的に、また討論の方式も記入の上、通告されますようお

願いいたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（大石哲雄） 

  これで諸般の報告を終わります。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  おはようございます。 

  本日、ここに平成２５年第２回上富田町議会定例会を招集しましたところ、議員各位

におかれましては、公私ともまことにお忙しい中、ご参集を賜り厚くお礼を申し上げま

す。また、平素は町政発展のため、格別のご尽力とご協力を賜り、重ねて深く感謝を申

し上げます。 

  本年も梅の収穫最盛期に入りました。ＪＡ紀南の梅産地情報では、全ての品種で着果

数、生産量は前年より多い状況になると見込まれていますが、ウメ輪紋ウイルスの発生

地域が全国的に拡大しております。この地域の梅・スモモなどに感染することなく、安

定した収入が確保できることを願っています。 

  さて、和歌山県は、ことし３月に南海トラフの巨大地震及び東海・東南海・南海３連
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動地震による津波浸水想定の検討結果を公表しました。今回、地震・津波の被害想定で

は、内閣府が平成２４年８月に公表した浸水想定をもとに、より詳細な地形データ等を

用いて想定したものでございます。南海トラフの巨大地震は、千年、万年で１回程度発

生するかどうかの地震で、マグニチュードは９．１、最大津波高は８メートルから１９

メートル、想定浸水地域は１万２，６２０ヘクタールに達するものと言われています。 

  また、東海・東南海・南海３連動地震は、１００年前後で発生する地震でマグニチュ

ードは８．７、最大津波高は５メートルから１０メートル、想定浸水地域は５，６６０

ヘクタールとしています。 

  当町では、被害の想定は震度６強で、津波による浸水地域は発生しないものと想定さ

れていますが、家屋の倒壊等から町民の生命・財産を守るため、さらなる減災対策に取

り組んでまいります。 

  また、私事でございますが、去る５月１７日に第９８回の和歌山県町村会総会が開催

れ、町村会会長に選出されました。議員各位のご理解とご協力のほど、何とぞよろしく

お願いを申し上げます。 

  次に、平成２４年度の一般会計の決算状況についてご報告をさせていただきます。 

  長引く景気低迷や三位一体の改革等の影響もある中、大型事業であり、統合保育所建

築工事や上富田中学校屋内運動場整備事業並びに過年発生災害復旧事業に取り組んでき

たところでございます。財源としましては、財政調整基金と減債基金から合計１億６，

６５０万円の取り崩しており、前年度と比較しまして１億３，３５０万円の増額で、そ

の結果、基金は８億２，５００万円となります。町債の年度末現在高につきましては、

６１億９，８８８万５，０００円で、前年度より１億２，５２９万円の増額となってい

ます。 

  なお、実質収支額では、９，８００万円程度の黒字決算となる見込みであります。 

  大変厳しい財政状況の中、議員各位のご理解とご協力のもとに、税収の確保や行財政

改革に職員と一丸となって取り組んだ成果によるものと評価しているところでございま

す。 

  さて、本定例会に上程し、ご審議をお願いします議案といたしましては、報告事項と

しましては、条例の一部改正で２件、平成２４年度の一般会計・特別会計の補正予算が

１１件、繰越明許費繰越計算書が１件、平成２５年度特別会計補正予算が３件、条例の

一部改正が３件、条例の制定及び廃止が２件、組合設置に関する協議が１件、平成２５

年度一般会計・特別会計補正予算が３件、土地取得が２件、工事請負契約及び物品の購

入契約の締結が２件の計３０件でございます。 

  なお、追加議案としまして、上富田町教育委員会委員の任命及び西牟婁郡公平委員会
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委員の選任については、本定例会に上程させていただきますので、何とぞご承認を賜り

ますようお願いします。 

  それでは、諸議案につきましては、その概要のご説明を申し上げます。 

  報告第１号につきましては、上富田町税条例の一部を改正する条例でございます。こ

の条例は、地方税法の一部を改正する法律が本年４月１日に施行されたことに伴いまし

て本条例の一部を改正するもので、３月２９日付で専決処分しましたので、その結果を

報告し、承認を求めるものであります。 

  改正の概要は、個人住民税に関して住宅借入金等特別税額控除の延長・拡大や納税環

境整備の観点から、地方税に係る延滞金・還付加算金の利率の引き下げ等でございます。 

  次に、報告２号につきましては、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

でございます。この条例は、報告第１号と同じく、地方税法の一部を改正する法律が本

年４月１日に施行されたことに伴いまして本条例の一部を改正するもので、３月２９日

付で専決処分しましたので、その報告をし、承認を求めるものであります。 

  改正の概要は、国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行する場合について、

国民健康保険税の軽減判定所得の算定の特例を恒久化する等を定めたものであります。 

  次に、報告第３号につきましては、平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第７

号）でございます。今回の補正は、各事業の精査及び平成２４年度の実績収支を見込ん

だ最終予算で、規定額から３億１，６４４万６，０００円を減額し、予算総額を５８億

８，３８７万４，０００円と定め、３月２９日付で専決処分しましたので、その報告を

し、承認を求めるものであります。 

  次に、報告第４号につきましては、平成２４年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計

算書でございます。今回、介護基盤緊急整備特別対策事業、農業基盤整備促進事業、社

会資本整備総合交付金事業、岡小学校特別支援教室改修事業、天井扇風機設置事業、過

年発生農業用施設災害復旧事業につきまして、年度内に事業が完成しなかったため、平

成２５年度へ９，０８４万４，０００円を繰り越しましたので、その繰越明許費につい

て報告するものでございます。 

  次に、報告第５号の平成２４年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３

号）から報告第１４号、平成２４年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第３

号）までの特別会計に係る補正予算につきましては、各会計の精査及び実質収支を見込

んだ最終予算であり、それぞれ３月２９日付で専決処分しましたので、これを報告し、

承認を求めるものであります。 

  次に、報告第１５号から報告第１７号までにつきましては、平成２５年度上富田町特

別会計宅地造成事業、宅地取得資金貸付事業、住宅新築資金貸付事業補正予算の１号で
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ございます。それぞれの会計で平成２４年度の決算において歳入不足が生じたため、５

月３１日付で専決処分をし、前年度繰上充当金をもって充当補塡しましたので、これを

報告し、承認を求めるものでございます。 

  次に、議案第３４号につきましては、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条

例（案）でございます。この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法

律に基づき、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえて、速やかに国に準じて必要な措

置を講じるよう、総務大臣の要請に基づき、条例の一部の改正を行うものでございます。 

  次に、議案第３５号、町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一部を改正す

る条例（案）と議案第３６号、上富田町教育委員会教育長の給与の減額支給に関する条

例の一部を改正する条例（案）の２議案につきましては、国家公務員の給与の改定及び

臨時特例に関する法律を踏まえ、地方公共団体の特別職においても速やかに国に準じて

必要な措置を講じるよう、総務大臣の要請に基づきまして、条例の一部を改正するもの

であります。 

  次に、議案第３７号につきましては、上富田町長期継続契約を締結することができる

契約を定める条例（案）でございます。この条例は、監査委員による定例監査での指摘

事項を踏まえ、地方自治法第２３４条３及び同法施行令第１６７条の１７の規定に基づ

きまして、町が締結する長期継続契約に関し、必要な事項を定めたものでございます。 

  次に、議案第３８号につきましては、上富田町住民生活に光をそそぐ基金条例を廃止

する条例（案）でございます。この条例は、国の２２年度住民生活に光をそそぐ交付金

事業に基づきまして基金条例を制定し、２３年度から２年間で対象事業の財源として運

用してきましたが、対象期間が終了しましたので、本基金条例を廃止するものでござい

ます。 

  次に、議案第３９号につきましては、紀南環境広域施設組合の設置に関する協議につ

いてでございます。この組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物

最終処分場の設置・管理及び運営に関する事務を共同処理するために、みなべ町以南の

２市８町において広域的な一般事務組合を設置するもので、地方自治法第２９０条の規

定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  次に、議案第４０号につきましては、平成２５年度上富田町一般会計補正予算でござ

います。今回、既定額に５億５，７０９万４，０００円を追加し、予算総額を６２億１，

００９万４，０００円と定めております。 

  補正予算の主な内容は、防災行政無線デジタル化整備事業で４億５，９９０万１，０

００円、風疹のワクチン委託料及び接種補助金で５５０万円、体育施設トイレ改修工事

で２，２２６万９，０００円、スポーツセンター駐車場整備工事で３，１００万円、単
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独災害復旧費で２，０００万円を措置しております。 

  次に、議案第４１号につきましては、平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業補

正予算でございます。今回、既定額に３，９００万円を追加し、予算総額を６億９，８

８６万４，０００円と定めています。 

  補正予算の主な内容は、生馬事業用地造成事業に伴う公有財産購入費として３，５０

０万円、栗ヶ谷墓地の区画造成工事費で４００万円を措置しております。 

  次に、議案第４２号につきましては、平成２５年度上富田町特別会計朝来財産区補正

予算の第１号でございます。今回、既定額に３３９万３，０００円を追加し、予算総額

を８１６万６，０００円と定めています。 

  補正予算の主な内容は、歳入で、大内谷第二残土処分場用地として保有土地の売却収

入を計上し、歳出では、さわやか上富田まちづくり給付金等を措置しております。 

  次に、議案第４３号につきましては、土地の取得についてございます。今回、生馬企

業用地造成事業を施行するに当たりまして、生馬字山王・十林地内の土地を地権者１名

から６万３，７７５平米を取得するもので、地方自治法第９６条第１項第８号の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。 

  次に、議案第４４号につきましても土地の取得についてでございます。今回、大内谷

地区第二残土処分場を造成するに当たりまして、平成２５年度第１回３月議会定例会で

ご承認をいただきました土地の残地につきまして、地権者６名から３，７１７．７７平

米を取得するもので、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。 

  次に、議案第４５号につきましては、工事請負契約の締結について（平成２５年度 

第１号 高速道路推進事業 大内谷第二残土処分場造成工事）でございますけれども、

今回、５社の指名競争入札によりまして、東急建設株式会社大阪支店と３億６７万４，

８５０円で契約の締結をするもので、工事内容につきましては、地盤改良工、暗渠排水

工、砂防堰堤工を施工し、高速道路の残土を受けるものでございます。 

  次に、議案第４６号につきましては、物品購入契約の締結についてでございまして、

高規格救急自動車購入でございます。今回、４社の指名競争入札によりまして、日産プ

リンス和歌山販売株式会社田辺支店と１，４５０万７，０３２万円で契約を締結するも

ので、現在配備している高規格救急自動車は、平成９年に購入したもので１６年が経過

しており、更新・整備するものでございます。 

  以上が本定例会に上程します諸議案の概要でございます。 

  詳細につきましては、担当課長及び企画員より説明いたしますので、ご審議の上、ご

承認いただけるよう何とぞよろしくお願い申し上げます。 
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  なお、４月１日付で人事異動を発令しております。本定例会の説明員として出席しま

すので、副町長より移動発令をした課長及び企画員を紹介させますので、よろしくお願

いします。 

○議長（大石哲雄） 

  副町長、平見君。 

○副町長（平見信次） 

  おはようございます。 

  それでは、４月１日付で人事異動の発令をしました課長並びに企画員の紹介をいたし

ます。 

  会計管理者の笠松眞年です。会計課長を兼務しております。 

○会計管理者（笠松眞年） 

  笠松です。よろしくお願いします。 

○副町長（平見信次） 

  総務政策課企画員まちづくりグループ長の川口孝志です。 

○総務政策課企画員（川口孝志） 

  川口です。よろしくお願いします。 

○副町長（平見信次） 

  同じく総務政策課企画員の撫養充洋です。県からの派遣職員です。 

○総務政策課企画員（撫養充洋） 

  撫養でございます。よろしくお願いします。 

○副町長（平見信次） 

  住民生活課長の和田精之です。 

○住民生活課長（和田精之） 

  和田です。よろしくお願いします。 

○副町長（平見信次） 

  住民生活課企画員住民グループ長の原宗男です。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  原です。どうぞよろしくお願いします。 

○副町長（平見信次） 

  同じく住民生活課企画員生活グループ長の平田敏隆です。 

○住民生活課企画員（平田敏隆） 

  平田です。よろしくお願いします。 

○副町長（平見信次） 
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  教育委員会生涯学習課長の薮内博文です。 

○教育委員会生涯学習課長（薮内博文） 

  薮内です。よろしくお願いします。 

○副町長（平見信次） 

  上下水道課企画員工務グループ長の植本亮です。 

○上下水道課企画員（植本 亮） 

  植本です。よろしくお願いします。 

○副町長（平見信次） 

  税務課長の山崎一光です。 

○税務課長（山崎一光） 

  山崎です。どうぞよろしくお願いします。 

○副町長（平見信次） 

  以上でございます。今後ともご指導賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

───────────────────────────────────────── 

△日程第４ 報告第１号～日程第３３ 議案第４６号 

○議長（大石哲雄） 

  この際、日程第４ 報告第１号、上富田町税条例の一部を改正する条例についての件

から日程第３３ 議案第４６号、物品購入契約の締結について（高規格救急自動車購

入）の件まで３０件を一括議題といたします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  税務課長、山崎君。 

○税務課長（山崎一光） 

  おはようございます。 

  私からは、報告第１号、報告第２号につきましてご説明申し上げます。 

  報告第１号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し

承認を求める。 

  記。 

  専決第１号、上富田町税条例の一部を改正する条例。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第１号、上富田町税条例の一部を改正する条例。 
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  上富田町税条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  この条例、今回の改正につきましては、地方自治法の一部が改正され、２５年４月１

日から施行されたことに伴う本町条例の一部を改正するものでございます。 

  主な改正点につきまして参考資料でご説明申し上げますので、７ページをお願いいた

します。 

  まず、寄附金税控除第３４条の７第２項でございますけれども、租税特別措置法の規

定がある場合の読みかえ適用を追加したものでございます。 

  下の５４条第５項では、独立行政法人森林総合研究所が行う一定の事業の施行に伴い、

非課税特別措置等が廃止されたことによる措置でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ８ページの第１３１条第４項も前のページの第５４条第５項と同様の措置でございま

す。 

  次のページ、９ページをお願いいたします。 

  附則の延滞金の割合等の特例でございますけれども、納税環境整備の観点から延滞金、

還付加算金の利率の割合を見直し、延滞金につきましては年１４．６％から９．３％に、

還付加算金につきましては年４．３％から２％に引き下げる措置でございます。 

  続きまして、１１ページをお願いいたします。 

  １１ページ下の第７条３の２でございます。 

  個人住民税の住宅借入金等特別控除の適用期限を４年間延長する措置でございます。 

  続きまして、１３ページをお願いいたします。 

  寄附金控除における特例でございますが、地方公共団体等に対する寄附金につきまし

て、個人住民税、所得税及び復興特別所得税を合わせて一定限度まで全額を控除できる

よう、個人住民税に係る寄附金控除の特別控除額の縮減についての措置でございます。 

  次の１４ページをお願いいたします。 

  １４ページの東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特

例及び１６ページまでの間につきましては、東日本大震災に係る被災居住用財産を譲渡

した場合の長期譲渡所得の課税の特例及び住宅を再取得または増改築をした場合の住宅

借入金等特別控除について措置したものでございます。 

  詳細につきましては、お目通しのほどをよろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第２号をご説明申し上げます。 

  報告第２号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第
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３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第２号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第２号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  今回の改正につきましては、報告第１号同様、地方税法の一部が改正され、４月１日

から施行されたことに伴う改正でございます。 

  主な改正点につきましては、参考資料でご説明申し上げますので、恐れ入りますが３

ページをお願いいたします。 

  ３ページ、第５条の２では、被保険者の均等割額または世帯平等割額の減額について、

減額の対象を判定する基準額等の算定において、国民健康保険から後期高齢者医療に移

行した者を含むとする措置について、移行後５年までに加入としていた要件を撤廃し、

恒久化するものでございます。及び特定世帯に対して、平等割額を最初の５年間、２分

の１減額する措置に加え、特定継続世帯として６年目から８年目までの３年間について

４分の１軽減するという措置を講じたものでございます。 

  次に、第７の３では、後期高齢者支援金等課税について、特定継続世帯に対する措置

を加えたものでございます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  すみません、今、４ページの国民健康保険税の件は、特定継続世帯に措置を行ったも

のでございまして、内容は７条の３と同様となってございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例では、適用条

項の変更でございます。 

  なお、平成２４年度におきまして特定世帯、いわゆる平等割額２分の１軽減世帯は３

３９件ございました。このうち平成２５年度において特定継続世帯として４分の１軽減

の対象となる世帯は、１００件程度となる見込みでございます。 

  以上でございます。ご承認賜りますようどうぞよろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 
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  おはようございます。 

  私のほうからは、報告第３号、第４号につきましてご説明いたします。 

  報告第３号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第３号、平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第７号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第３号、平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第７号）。 

  平成２４年度上富田町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３億１，６４４万６，０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８億８，３８７万４，００

０円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費。 

  第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  地方債の補正。 

  第３条、地方債の廃止・変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  歳入につきまして、２款地方譲与税では、既定額から今回５７１万３，０００円を減

額、６，２２８万８，０００円と定めています。 

  ３款利子割交付金では、既定額から５０万４，０００円を減額、５款株式等譲渡所得

割交付金では、既定額から８万７，０００円を減額、７款ゴルフ場利用税交付金では、

既定額から５６４万９，０００円を減額、９款地方特例交付金では、既定額から３７万

６，０００円を減額、１０款地方交付税では、既定額に５，２０８万６，０００円を追

加、１１款交通安全対策特別交付金では、既定額から４６万１，０００円を減額、１２

款分担金及び負担金では、既定額に５８８万１，０００円を追加、１３款使用料及び手



－ 15 － 

数料では、既定額に４２６万円を追加、１４款国庫支出金では、既定額に８６６万１，

０００円を追加、１５款県支出金では、既定額から１，２４１万６，０００円を減額、

１６款財産収入では、既定額から５４３万８，０００円を減額、１７款寄附金では、既

定額に９６万８，０００円を追加。 

  次のページをお願いいたします。 

  １８款繰入金では、既定額から２億９，７９２万３，０００円を減額、２０款諸収入

では、既定額に７４６万４，０００円を追加、２１款町債では、既定額から６，７２０

万円を減額。 

  歳入合計では、既定額から今回３億１，６４４万６，０００円を減額し、５８億８，

３８７万４，０００円と定めています。 

  次に、歳出につきましては、１款議会費では、既定額から今回１２７万１，０００円

を減額、８，６１８万４，０００円と定めています。 

  ２款総務費では、既定額から３，１２２万１，０００円を減額、３款民生費では、既

定額から１億４，８６６万５，０００円を減額、４款衛生費では、既定額から１，５０

４万円を減額、５款農林水産業費では、既定額から２，０６８万６，０００円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  ６款商工費では、既定額から８４万３，０００円を減額、７款土木費では、既定額か

ら３，７３３万２，０００円を減額、８款消防費では、既定額に１４５万２，０００円

を追加、９款教育費では、既定額から１，７８８万６，０００円を減額、１０款災害復

旧費では、既定額から１，９５５万４，０００円を減額、１１款公債費では、既定額か

ら２，５４０万円を減額。 

  歳出合計では、既定額から今回３億１，６４４万６，０００円を減額し、５８億８，

３８７万４，０００円と定めています。 

  次のページをお願いいたします。 

  年度内に事業が完成しなかったため、平成２５年度へ繰り越しを予定しています。 

  「第２表 繰越明許費」です。 

  ３款民生費の介護基盤緊急整備特別対策事業で３，０００万円、５款農林水産業費の

農業基盤整備促進事業で１，５０５万円、７款土木費の社会資本整備総合交付金事業で

１，６００万円、９款教育費の２項小学校費の岡小学校特別支援教室改修事業で４００

万円、同じく天井扇風機設置事業で５５０万円、３項中学校費の天井扇風機設置事業で

２５０万円、１０款災害復旧費の２項農林水産施設災害復旧費、過年発生農業用施設災

害復旧事業で１，７７９万４，０００円、７事業合計で９，０８４万４，０００円とな

ってございます。 
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  「第３表 地方債補正」です。 

  まず、廃止では、災害援護資金で限度額３５０万円は、該当がなかったことから廃止

としています。 

  次のページをお願いいたします。 

  変更では、統合保育所建設事業につきましては、限度額を４，３００万円減額し、限

度額を２億７，０３０万円に、高速道路整備関連事業につきましては、限度額を４４０

万円減額し、３，７６０万円に、地域住宅交付金事業につきましては、限度額を１０万

円減額し、６４０万円に、緊急防災・減災事業につきましては、限度額を１１０万円減

額し、４０万円に、公共土木施設災害復旧事業につきましては、限度額を１，５００万

円減額し、３，０００万円に、農林水産施設災害復旧事業につきましては、限度額を１

０万円減額し、１３０万円と定めてございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書。 

  １、総括につきまして、今回の補正は、各事業の精査及び本年度の実質収支を見込ん

だ最終補正となっております。このページから１３ページまでの明細につきましては、

恐れ入りますがお目通しをお願いいたします。 

  各内訳につきまして歳出からご説明させていただきますので、２７ページをお願いい

たします。 

  歳出につきまして、１款議会費では、各経費の精査により、既定額より１２７万１，

０００円を減額し、８，６１８万４，０００円と定めています。主なものとしましては、

委託料で定例会等議事録作成業務委託料１３万２，０００円を減額してございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２款総務費の一般管理費では、経費の精査により１，２０４万４，０００円の減額と

してございます。主なものとしましては、委託料で、庁舎の耐震改修設計業務委託料ほ

かで２３２万２，０００円を減額してございます。 

  財産管理費では、５４２万６，０００円の追加で、主なものとしましては、次の３０

ページをお願いいたします。 

  積立金で、小集落改良住宅基金積立金ほかで５１４万５，０００円を追加してござい

ます。 

  防災対策費では、経費の精査により３６２万１，０００円を減額してございます。主

なものとしましては、木造住宅耐震改修費補助金ほかで１９９万１，０００円の減額で

ございます。 

  交通安全対策費では、経費の精査により１２６万６，０００円を減額してございます。 
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  企画費では、２８２万５，０００円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  みんなが学んで花ひらく口熊野かみとんだ事業では、経費の精査により１９０万２，

０００円を減額、人権推進費では、７万５，０００円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  男女共同参画社会推進費では、７万４，０００円を減額、地籍調査費では、経費の精

査により４５万円を減額してございます。 

  緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費では、事業費の精査により５１３万７，０００

円を減額、主なものとしましては、委託料で、農道台帳整備業務委託料ほかで４４４万

６，０００円を減額してございます。 

  住民生活に光をそそぐ交付金事業では、５万８，０００円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  税務総務費では、７万円を追加、賦課徴収費では、各経費の精査により４１０万６，

０００円を減額してございます。 

  戸籍住民基本台帳費では、精査により２５７万円を減額、選挙管理委員会費では、１

１万１，０００円を減額、生馬財産区議会議員選挙費では、２１４万６，０００円を減

額。 

  次のページをお願いいたします。 

  統計調査総務費では、１，０００円を減額、監査委員費では、３３万１，０００円を

減額。 

  ３款民生費の社会福祉総務費では、１，４４５万３，０００円の減額で、繰出金で特

別会計介護保険繰出金１，３８０万円を減額してございます。 

  次の４０ページをお願いいたします。 

  老人福祉費では、１，４２７万８，０００円を減額、主なものとしましては、負担金、

補助及び交付金の施設開設準備経費助成特別対策事業補助金ほかで１，１６３万８，０

００円を減額してございます。 

  障害福祉費では、委託料、負担金、補助及び交付金、扶助費等の精査によりまして、

５２５万７，０００円を減額してございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  社会・児童福祉医療費では、２，０８４万４，０００円の減額で、主なものとしまし

ては、繰出金で特別会計国民健康保険への繰出金１，６９１万８，０００円、後期高齢

者医療への繰出金１８５万１，０００円を減額してございます。 

  児童福祉総務費では、２３８万９，０００円の減額で、主なものとしましては、次の
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ページをお願いいたします。 

  児童手当のシステム改修業務委託料ほかで２１２万円を減額してございます。 

  保育所運営費では、経費の精査により１，７９３万２，０００円を減額してございま

す。 

  保育所建設事業費では、統合保育所建設事業費の精査によりまして、５，８７４万７，

０００円を減額してございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  児童措置費では、子ども手当ほか２７９万５，０００円を減額してございます。 

  災害救助費では、１，１９７万円の減額です。 

  ４款衛生費の保健衛生費では、５８２万４，０００円の減額で、主なものとしまして

は、次の４８ページをお願いいたします。 

  繰出金で、特別会計診療所事業繰出金２２５万円を減額してございます。 

  予防費では、６１８万３，０００円の減額で、主なものとしまして、委託料で胃検診

委託料ほかで４４５万６，０００円を減額してございます。 

  環境衛生費では、１５万円を減額。 

  次の５０ページをお願いいたします。 

  清掃総務費では、経費の精査により２８８万３，０００円を減額、５款農林水産業費

の農業委員会費では、５８万６，０００円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  農業総務費では、１，０１８万２，０００円の減額で、主なものとしましては、特別

会計農業集落排水事業繰出金６１４万８，０００円を減額してございます。 

  農業振興費では、経費の精査により３４５万８，０００円を減額、農業生産基盤保全

管理等推進費では、事業の精査によりまして３８５万円を減額、林業総務費では、経費

の精査により２６１万円を減額してございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ６款商工費の商工総務費では、精査により８４万３，０００円を減額、７款土木費の

土木総務費では、２４４万３，０００円の減額で、主なものとしましては、町内会館の

建設等補助金２２９万４，０００円を減額してございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  道路橋梁総務費では、１１２万円を減額、道路橋梁維持費では、２２４万４，０００

円を追加、主なものとしましては、維持補修工事請負費２００万円を追加措置してござ

います。 

  高速道路推進費では、２，１６８万円を減額、主なものとしましては、大内谷残土処
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分場工事請負費で３９０万円、土地購入費で５０７万５，０００円、立木補償費で９３

０万円を減額措置してございます。 

  社会資本整備総合交付金事業では、補正額はございませんが、財源内訳の変更を行っ

てございます。 

  河川総務費では、経費の精査により３３万円を減額、河川改良費では、経費の精査に

より８０万５，０００円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  都市計画費では、２０万円を追加、住宅管理費では、４４万円を追加、公営住宅建設

事業費では、事業費の精査によりまして１，３８３万８，０００円を減額してございま

す。 

  ８款総務費の常備消防費では、７万２，０００円を減額、非常備消防費では、１７０

万４，０００円の追加で、主なものとしましては、報償費で消防団員の退職報償金ほか

で２５７万５，０００円を追加してございます。 

  次の６０ページをお願いいたします。 

  水防費では、精査によりまして１８万円を減額、９款教育費の教育委員会費では、精

査により２１万２，０００円を減額、事務局費では、精査により２６０万７，０００円

を減額、学校管理費では、４７２万６，０００円を追加。 

  次のページをお願いいたします。 

  岡小学校特別支援教室改修事業及び天井扇風機設置事業で９００万円を２５年度へ繰

り越すこととしてございます。 

  教育振興費では、１７５万８，０００円を減額、３項中学校費の学校管理費では、１

４９万８，０００円を追加。 

  次のページをお願いいたします。 

  中学校管理費では、２５０万円を２５年度へ繰り越すこととしてございます。これに

つきましては、天井扇風機設置工事請負費でございます。 

  教育振興費では、精査により６１３万５，０００円を減額、社会教育総務費では、精

査により２０万１，０００円を減額。 

  次の６７ページをお願いいたします。 

  生涯学習事業費では、４７万６，０００円を減額、公民館運営費では、６７万３，０

００円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  人権教育推進費では、１１３万７，０００円を減額、青少年対策費では、２２万７，

０００円を減額、児童館運営費では、精査により１５２万１，０００円を減額。 
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  次の７０ページをお願いいたします。 

  放課後児童対策費では、８万１，０００円を減額、図書館運営費では、３０万円を減

額、文化会館運営費では、経費の精査により３６７万５，０００円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  保健体育総務費では、精査により５２２万５，０００円を減額、体育施設管理費では、

１１万８，０００円を追加。 

  １０款災害復旧費の単独災害復旧事業では、４３５万９，０００円を減額、過年発生

公共土木施設災害復旧事業費では、１，２２９万円を減額。 

  次の７４ページをお願いいたします。 

  現年発生公共土木施設災害復旧事業では、４８４万円を減額、２項農林水産施設災害

復旧費の単独災害復旧事業費では、５４０万９，０００円を減額、過年発生農業用施設

災害復旧事業では、７３４万４，０００円を追加、１，７７９万４，０００円を２５年

度へ繰り越すこととしてございます。 

  １１款公債費の元金では、９４万円を追加、利子では、２，６３４万円を減額してご

ざいます。 

  次の７６ページ、７７ページにつきましては、今回の補正に係る給与費明細書です。

恐れ入りますがお目通しをお願いいたします。 

  歳入をご説明させていただきます。 

  １４ページをお願いいたします。 

  歳入につきましては、今回の補正に係る財源となっております。 

  ２款地方譲与税の地方揮発油譲与税では、１４７万６，０００円を減額、自動車重量

譲与税では、４２３万７，０００円を減額、地方道路譲与税では、１，０００円を追加、

３款利子割交付金では、５０万４，０００円を減額、５款株式等譲渡所得割交付金では、

８万７，０００円を減額、７款ゴルフ場利用交付金では、５６４万９，０００円を減額、

９款地方特例交付金の減収補塡特例交付金では、３７万６，０００円を減額、１０款地

方交付税では、５，２０８万６，０００円の追加で、普通交付税が１５億６，５０２万

７，０００円、特別交付税が２億４，６７８万５，０００円と確定してございます。 

  １１款交通安全対策特別交付金では、４６万１，０００円を減額、１２款分担金及び

負担金の民生費負担金では、５６４万３，０００円を追加、保育所運営費負担金の追加

でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  災害復旧費負担金では、１０５万６，０００円を追加、農林業費負担金では、８６万

８，０００円を減額、土木費負担金では５万円を追加、１３款使用料及び手数料の１項
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使用料では、合計で２６８万７，０００円の追加で、主なものとしましては、住宅使用

料２００万円、スポーツセンター使用料２８４万６，０００円を追加してございます。 

  ２項手数料では、次のページをお願いいたします。 

  合計で１５７万３，０００円の追加で、主なものとしましては、清掃手数料１４４万

７，０００円の追加でございます。 

  １４款国庫支出金の１項国庫負担金の民生費国庫負担金では、１，３１２万２，００

０円の追加で、主なものとしましては、子ども手当で２７２万９，０００円、児童手当

で１，２４６万円の追加でございます。 

  ２項国庫補助金では、各事業の精査により合計で６８５万６，０００円を減額してご

ざいます。 

  次の２０ページをお願いいたします。 

  ３項委託金では、合計で２３９万５，０００円を追加してございます。 

  １５款県支出金の１項県負担金では、９１万８，０００円を減額してございます。 

  ２項県補助金では、２２ページをお願いいたします。 

  事業費の精査によりまして、１，１４７万５，０００円を減額してございます。 

  ３項委託金では、総務費委託金で２万３，０００円を減額してございます。 

  １６款財産収入の利子及び配当金では、９，０００円を追加、２項財産売り払い収入

では、５４４万７，０００円を減額、１７款寄附金では、合計で９６万８，０００円を

追加。 

  次のページをお願いいたします。 

  １８款繰入金のさわやか上富田まちづくり基金繰入金では、５５２万円を追加、住民

生活に光をそそぐ基金繰入金では、１，０００円を追加、上富田町共同作業場基金繰入

金では、４７万４，０００円の減額、財政調整基金繰入金では、３億８２万２，０００

円の減額、合計では２億９，５７７万５，０００円を減額してございます。 

  ２項財産区繰入金では、生馬財産区議会議員選挙費繰入金２１４万８，０００円を減

額してございます。 

  ２０款諸収入では、雑入の救急搬送業務負担金２７０万円ほかによりまして、合計で

７４６万４，０００円を追加してございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２１款町債では、各事業の精査によりまして、合計で６，７２０万円を減額してござ

います。 

  以上が３月２９日付をもって専決した内訳となってございます。何とぞご承認賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 
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  続きまして、報告第４号をご説明いたします。 

  報告第４号、平成２４年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書。 

  ３款民生費では、介護基盤緊急整備特別対策事業で３，０００万円、５款農林水産業

費では、農業基盤整備促進事業で１，５０５万円、７款土木費では、社会資本整備総合

交付金事業で１，６００万円、９款教育費では、２項小学校費の岡小学校特別支援教室

改修事業で４００万円、同じく天井扇風機設置事業で５５０万円、３項中学校費の天井

扇風機設置事業で２５０万円、１０款災害復旧費では、２項農林水産施設災害復旧費、

過年発生農業用施設災害復旧事業で１，７７９万４，０００円、７事業合計で繰越額と

しましては、９，０８４万４，０００円となってございます。 

  財源内訳につきましては、国・県支出金６，４４７万３，０００円、地方債１０万円、

基金繰入金８００万円、一般財源としまして１，８２７万１，０００円となってござい

ます。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  この報告につきましては、専決第３号の第２条によりご説明申し上げました繰越明許

費について、地方自治法施行令第１４６条の規定に基づきまして、財源内訳とともに報

告するものでございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  １０時４０分まで休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時２９分 

───────────── 

再開 午前１０時４０分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  住民生活課課長、和田君。 

○住民生活課長（和田精之） 

  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、報告第５号から報告第８号についてご説明申し上げます。 

  報告第５号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 
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  記。 

  専決第４号、平成２４年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第４号、平成２４年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）。 

  平成２４年度上富田町の特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２３５万６，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億８，３１６万１，０００円とす

る。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  なお、この会計における３月末の国保加入世帯は２，８３５世帯で、被保険者数は５，

１３７名となっております。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  補助金等の確定により精査してございます。 

  まず、歳入です。 

  ３款国庫支出金では、既定額に１，４５６万２，０００円を追加、９款繰入金では、

既定額から１，６９１万８，０００円を減額、歳入合計といたしまして、既定額から２

３５万６，０００円を減額し、２１億８，３１６万１，０００円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費では、既定額から１，１３８万７，０００円を減額、２款保険給付費では、

既定額から６，４５１万３，０００円を減額、８款保険事業費では、既定額から５万８，

０００円を減額、９款基金積立金では、既定額に７，３６０万２，０００円を追加、歳

出合計といたしまして、既定額から２３５万６，０００円を減額し、２１億８，３１６

万１，０００円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  なお、４ページ、５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、総括につきましては、

お目通しをお願いします。 
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  ６ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  ３款国庫支出金、２項国庫補助金、２節特別調整交付金では、１，４５６万２，００

０円を増額しております。これにつきましては、２０歳未満の被保険者が多いことによ

り、財政影響への特別な調整交付金ということでございます。 

  ９款繰入金の一般会計繰入金では、１，６９１万８，０００円を減額しております。

主なものとしまして、国保システム改修費繰入金で１，３１９万２，０００円を減額し

ております。 

  理由としましては、国・県の翌年度に特別調整交付金で交付される見込みとなってお

ります。 

  次のページをお願いします。 

  ７ページです。 

  ３、歳出です。 

  １款総務費、１項総務管理費では、１，０８０万７，０００円を減額しております。

主なものとしまして、委託料で１，０３９万３，０００円を減額しております。 

  次のページをお願いします。 

  ８ページです。 

  ２項徴税費、３項運営協議会費につきましては、それぞれ所要の経費の見直し及び精

査を行っております。 

  ２款保険給付費の１項療養諸費につきましては、一般被保険者療養給付費で５，９４

４万３，０００円を減額、４項出産育児諸費では、５０７万円を減額。 

  次のページをお願いします。 

  ９ページです。 

  ８款の保険事業費、２項保険事業費につきましては、所要の経費の見直しと精査を行

ってございます。 

  ９款の基金積立金につきましては、７，３６０万２，０００円を増額しています。 

  なお、基金につきましては、本年度、２４年度末の基金残高は、１億５，０００万６，

９７５円になると見込んでおります。 

  次のページをお願いします。 

  給与費明細につきましては、お目通しをよろしくお願いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第６号をお願いします。 

  報告第６号、専決処分の承認を求めることについて。 
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  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第５号、平成２４年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第５号、平成２４年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）。 

  平成２４年度上富田町の特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ７１５万６，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４，６６６万６，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  なお、この会計における３月末の被保険者数は、１，８７９人となってございます。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  補助金等の確定により精査してございます。 

  歳入です。 

  １款保険料では、既定額から５０１万１，０００円を減額、２款繰入金では、既定額

から１８５万１，０００円を減額、４款諸収入では、既定額から２９万４，０００円を

減額、歳入合計といたしまして、既定額から７１５万６，０００円を減額し、２億４，

６６６万６，０００円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費では、既定額から４１万４，０００円を減額、２款後期高齢者医療広域連

合納付金では、既定額から６５４万６，０００円を減額、３款保険事業費では、既定額

から８，０００円を減額、４款公債費では、既定額から１８万８，０００円を減額、歳

出合計といたしまして、既定額から７１５万６，０００円を減額し、２億４，６６６万

６，０００円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  なお、４ページ、５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、総括につきましては、
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お目通しをお願いいたします。 

  ６ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  １款の保険料につきましては、５０１万１，０００円を減額しております。 

  ２款の繰入金につきましては、一般会計繰入金で１８５万１，０００円を減額してお

ります。 

  ４款の諸収入につきましては、それぞれ精査をしております。 

  次のページをお願いします。 

  ８ページです。 

  ３、歳出でございます。 

  １款の総務費の１項総務管理費、２項徴収費につきましては、それぞれ所要の経費の

見直し及び精査をして計上しております。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、負担金等の確定により６５４万

６，０００円を減額しております。 

  次のページをお願いします。 

  ３款の保健事業費につきましては、人間ドック補助金８，０００円を減額しておりま

す。 

  ４款公債費につきましては、一時借入金はございませんので、全額減額としておりま

す。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第７号をお願いします。 

  報告第７号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第６号、平成２４年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第３号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第６号、平成２４年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第３号）。 

  平成２４年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ７，０４６万２，０００
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円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億６，８９７万４，０００円

とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  なお、この会計におけます３月末の第１号被保険者数は３，４３５名で、認定者数は

７１１名、受給者数は５６９名となっております。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  補助金等の確定により精査してございます。 

  歳入です。 

  １款保険料では、既定額に２７５万７，０００円を追加、２款使用料及び手数料では、

既定額から１，０００円を減額、３款国庫支出金では、既定額から１，９９７万７，０

００円を減額、４款支払基金交付金では、既定額から２，２６５万６，０００円を減額、

５款県支出金では、既定額から６６２万１，０００円を減額、６款財産収入では、既定

額から１万１，０００円を減額、７款繰入金では、既定額から２，５２１万９，０００

円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  ９款諸収入では、既定額に１２６万６，０００円を追加、歳入合計といたしまして、

既定額から７，０４６万２，０００円を減額し、１１億６，８９７万４，０００円と定

めております。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費では、既定額に２，００９万９，０００円を追加、２款保険給付費では、

既定額から８，７９５万３，０００円を減額、３款公債費では、既定額から１５０万円

を減額、４款地域支援事業費では、既定額から９２万６，０００円を減額、５款諸支出

金では、既定額から１８万２，０００円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出合計といたしまして、既定額から７，０４６万２，０００円を減額し、１１億６，

８９７万４，０００円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  なお、６ページ、７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、総括につきましては、

お目通しをお願いします。 
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  ８ページをお願いします。 

  ２、歳入でございます。 

  １款保険料の第１号被保険者保険料では、２７５万７，０００円を増額、２款使用料

及び手数料では、１，０００円を減額、３款国庫支出金、１項国庫負担金では、１，３

８１万４，０００円を減額、２項国庫補助金では、６１６万３，０００円を減額してお

ります。 

  次のページをお願いします。 

  ９ページでございます。 

  ４款支払基金交付金では、２，２６５万６，０００円を減額、５款県支出金の１項県

負担金では、６５７万１，０００円を減額、３項県補助金では、５万円の減額。 

  次のページをお願いします。 

  １０ページです。 

  ６款財産収入では、１万１，０００円を減額、７款繰入金の１項一般会計繰入金では、

１，３８０万円を減額、２項基金繰入金では、１，１４１万９，０００円を減額。 

  次のページをお願いします。 

  １１ページです。 

  ９款諸収入、１項の町預金利子、２項の雑入につきましては、それぞれ精査の上、計

上しております。 

  次のページをお願いします。 

  １２ページです。 

  ３、歳出です。 

  １款総務費の１項総務管理費につきましては、それぞれ所要の経費の見直し及び精査

をし、計上しております。 

  なお、介護給付費準備基金の２４年度末の基金残高は、２，２６２万１，６２３円と

見込んでおります。 

  次のページをお願いします。 

  １３ページです。 

  ２項徴収費、３項介護認定調査費につきましては、それぞれ所要の経費の見直し及び

精査をして計上しております。 

  ２款保険給付費の１項介護サービス等諸費につきましては、要介護認定者に係る分で

ございまして、それぞれ所要の経費の見直しと財源の見直しを行ってございます。 

  次のページをお願いします。 

  １４ページでございます。 
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  １項介護サービス等諸費としまして、６，８９６万５，０００円を減額しております。 

  ２項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援の認定者に係る分でございます。

経費の見直しと財源の見直しを行い、次のページをお願いします。 

  １５ページ、介護予防サービス等諸費としまして、９６０万７，０００円を減額して

おります。 

  ３項その他諸費、４項高額介護サービス等費はそれぞれ精査し計上しております。 

  次のページをお願いします。 

  １６ページです。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費で４５１万円を減額、６項特定入所者介護サービ

ス等費で４３万３，０００円を増額しております。 

  ３款公債費につきましては、一時借入金はございませんので、１５０万円全額減額と

しております。 

  次のページをお願いします。 

  １７ページです。 

  ４款地域支援事業費、１項介護予防事業費では、所要の経費等の精査により９８万６，

０００円を減額しております。 

  ２項の包括的支援事業・任意事業費につきましても、次の１８ページ、１９ページを

お願いします。 

  それぞれ所要の経費の見直し及び財源の見直しを行い、６万円を増額してございます。 

  ５款の諸支出金、１項償還金及び還付加算金では、２３年度精算後の返還金としまし

て１８万２，０００円を減額しております。 

  次のページ、２０ページをお願いします。 

  ２０、２１ページの給与費明細書につきましては、お目通しをお願いします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第８号をお願いします。 

  報告第８号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第７号、平成２４年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第２号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第７号、平成２４年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第２号）。 
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  平成２４年度上富田町の特別会計診療諸事業補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１８８万円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，４８２万４，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  事業の確定により精査してございます。 

  まず、歳入です。 

  １款診療収入では、既定額に３７万１，０００円を追加、２款使用料及び手数料では、

既定額から３，０００円を減額、３款繰入金では、既定額から２２５万円を減額、４款

諸収入では、新たに２，０００円を追加、歳入合計といたしまして、既定額から１８８

万円を減額し、２，４８２万４，０００円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費では、既定額から６６万７，０００円を減額、２款医業費では、既定額か

ら９１万３，０００円の減額、３款公債費では、既定額から３０万円を減額、歳出合計

といたしまして、既定額から１８８万円を減額し、２，４８２万４，０００円と定めて

おります。 

  次のページをお願いします。 

  なお、４ページ、５ページの歳入歳出予算事項別明細書、総括につきましては、お目

通しをお願いいたします。 

  ６ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  １款の診療収入の１項外来収入につきましては、３９万１，０００円を増額、２項そ

の他の診療収入につきましては、２万円を減額しております。 

  ２款使用料及び手数料につきましては、３，０００円を減額しております。 

  ３款の繰入金につきましては、一般会計繰入金で２２５万円を減額しております。 

  ４款の諸収入につきましては、２，０００円を増額しております。 

  ８ページをお願いします。 



－ 31 － 

  ３、歳出でございます。 

  １項の総務費につきましては、所要の経費の見直し及び精査をして６６万７，０００

円を減額しております。 

  ２款の医業費につきましては、所要の経費の見直し及び精査をして９１万３，０００

円を減額しております。 

  ３款公債費につきましては、一時借入金はございませんので、全額減額としておりま

す。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  よろしくお願いいたします。 

  報告第９号についてご説明申し上げます。 

  報告第９号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第８号、平成２４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第５号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第８号、平成２４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第５号）。 

  平成２４年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第５号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１，１９９万２，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億４，０４９万９，０００円と

する。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 
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  今回、事業費の確定によりまして精査してございます。 

  歳入合計では、既定額から１，１９９万２，０００円を減額し、７億４，０４９万９，

０００円と定めてございます。 

  歳出につきましても精査してございます。 

  既定額から１，１９９万２，０００円を減額し、７億４，０４９万９，０００円と定

めてございます。 

  ３ページの事項別明細書、総括につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  諸収入、宅地造成事業収入、既定額から５，４０６万２，０００円を減額し、５億４，

８４９万８，０００円、雑入としまして、既定額に４，２０７万円を追加し、１億９，

２００万円、計としまして、既定額から１，１９９万２，０００円を減額し、７億４，

０４９万９，０００円と定めてございます。 

  ５ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  宅地造成事業費、今回、事業費の精査並びに組み替えによりまして、既定額から３，

６７４万７，０００円を減額いたしまして、１億７，７８７万５，０００円としてござ

います。 

  残土処理場事業費につきましては、既定額に３，１２５万５，０００円を追加し、１

億９２８万５，０００円としてございます。これにつきましても、事業費の精査及び組

み替えによるものとなってございます。 

  公債費、利子、既定額から６５０万円を減額し、ゼロとしております。これにつきま

しては、一時借入金利子の減額となってございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、撫養君。 

○総務政策課企画員（撫養充洋） 

  おはようございます。 

  それでは、私のほうから報告第１０号、第１１号についてご説明申し上げます。 

  まず、報告第１０号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 
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  専決第９号、平成２４年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第２

号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第９号、平成２４年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第２

号）。 

  平成２４年度上富田町の特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６万９，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０１３万４，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  次の２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入、１款諸収入、１項貸付金元利収入、既定額から６万９，０００円を減額し、８

５８万４，０００円と定めております。 

  歳入合計といたしまして、既定額から６万９，０００円を減額し、１，０１３万４，

０００円と定めております。 

  歳出、１款公債費、既定額から６万９，０００円を減額し、４２９万９，０００円と

定めております。 

  歳出合計といたしまして、既定額から６万９，０００円を減額し、１，０１３万４，

０００円と定めております。 

  次の３ページ目、事項別明細書、１、総括につきましては、恐れ入りますがお目通し

をお願いいたします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  ２、歳入、１款諸収入、１目宅地取得資金貸付金元利収入、既定額から６万９，００

０円を減額し、８５８万４，０００円と定めております。 

  ３、歳出、１款公債費、１目元金、既定額に７，０００円を追加、２目利子、既定額

から７万６，０００円を減額し、合計といたしまして、既定額から６万９，０００円を

減額し、４２９万９，０００円と定めております。 

  続きまして、報告第１１号についてご説明申し上げます。 
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  報告第１１号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１０号、平成２４年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第２

号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次の１ページをごらん願います。 

  専決第１０号、平成２４年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第２

号）。 

  平成２４年度上富田町の特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１１７万４，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，２１６万８，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  次の２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入、１款諸収入、１項貸付金元利収入、既定額から１１７万４，０００円を減額し、

５，３７１万８，０００円と定めております。 

  歳入合計といたしましては、既定額から１１７万４，０００円を減額し、６，２１６

万８，０００円と定めております。 

  歳出、１款公債費、１項公債費、既定額から１１７万４，０００円を減額し、１，９

７２万９，０００円と定めております。 

  歳出合計といたしまして、既定額から１１７万４，０００円を減額し、６，２１６万

８，０００円と定めております。 

  ３ページの事項別明細書、１、総括につきましては、恐れ入りますがお目通しをお願

いいたします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  ２、歳入、１款諸収入、１目住宅新築資金貸付金元利収入、既定額から１１７万４，

０００円を減額し、５，３７１万８，０００円と定めております。 
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  ３、歳出、１款公債費、１目元金、既定額から３８万４，０００円を減額、２目利子、

既定額から７９万円を減額、合計といたしまして、既定額から１１７万４，０００円を

減額し、１，９７２万９，０００円と定めております。 

  以上でございます。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  生涯学習課長、薮内君。 

○教育委員会生涯学習課長（薮内博文） 

  よろしくお願いします。 

  私のほうからは、報告第１２号についてご説明申し上げますので、よろしくお願いし

ます。 

  報告第１２号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１１号、平成２４年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１１号、平成２４年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号）。 

  平成２４年度上富田町の特別会計奨学事業補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１３９万４，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９５２万２，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  １款財産収入、１項財産運用収入、既定額から今回１万８，０００円を減額、２款繰

入金、１項基金繰入金、既定額から今回１８４万９，０００円を減額、３款繰越金、１

項繰越金、既定額から今回１，０００円を減額、４款諸収入、１項延滞金、加算金及び

過料から３項の貸付金元利収入まで、既定額に今回４７万４，０００円を追加、歳入合
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計といたしまして、既定額から今回１３９万４，０００円を減額し、９５２万２，００

０円と定めています。 

  続きまして、歳出です。 

  １款総務費、１項総務管理費、既定額から今回１３９万４，０００円を減額、歳出合

計といたしまして、既定額から今回１３９万４，０００円を減額し、９５２万２，００

０円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  なお、３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、総括につきましては、お目通しを

お願いします。 

  次のページをお願いします。 

  ２、歳入でございます。 

  １款財産収入、１目利子及び配当金、既定額から今回１万８，０００円を減額、基金

預金利子でございます。 

  ２款繰入金、１目奨学基金繰入金、既定額から今回１８４万９，０００円を減額して

ございます。 

  ３款繰越金、４款諸収入の１目延滞金、２項の町預金利子、１目町預金利子まで、既

定額からそれぞれ１，０００円を減額措置してございます。 

  １目の奨学事業貸付金元利収入、既定額に今回４７万６，０００円を追加、貸付金元

利収入でございます。本年度の対象件数は３８件でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ３、歳出、１款総務費、１目一般管理費、既定額から今回１３９万４，０００円を減

額し、９５２万２，０００円と定めています。 

  ２１節の貸付金、１３４万４，０００円を減額、少額貸付金でございます。本年度は、

貸し付け件数は４２件でございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  上下水道課長、福田君。 

○上下水道課長（福田睦巳） 

  私からは、報告第１３号と１４号についてご説明申し上げます。 

  報告第１３号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 
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  専決第１２号、平成２４年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。。 

  専決第１２号、平成２４年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号）。 

  平成２４年度上富田町の特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ５１４万８，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８，８０７万７，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  歳入につきましては、今回事業費の確定により、一般会計繰入金６１４万８，０００

円の減額を初めとする補正であります。 

  歳入合計、既定額から５１４万８，０００円を減額し、１億８，８０７万７，０００

円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  歳出です。 

  歳出につきましても、事業費の精査により減額をしております。 

  歳出合計、既定額から５１４万８，０００円を減額し、１億８，８０７万７，０００

円と定めています。 

  次の４ページ、５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

お目通しをお願いします。 

  ６ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  分担金及び負担金、農業集落排水事業負担金、今回、新規加入４基増に伴う増額で、

既定額に１３３万２，０００円を追加し、２９５万９，０００円と定めています。 

  使用料及び手数料、農業集落排水使用料、既定額から３３万６，０００円を減額し、

４，４４２万５，０００円、繰入金、一般会計繰入金、既定額から６１４万８，０００

円を減額し、１億４，０６８万７，０００円、諸収入、町預金利子、既定額から１，０
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００円を減額し、ゼロ円、雑入、既定額に５，０００円を追加し、６，０００円と定め

ています。電柱の占用料金であります。 

  次のページをお願いします。 

  ３、歳出です。 

  農業集落排水事業費、総務費、今回、既定額から３０２万４，０００円を減額し、１，

２３５万１，０００円と定めています。主な内容としましては、事業費の確定による汚

水処理施設維持管理委託料１２０万８，０００円の減額、市ノ瀬北岸地区の農業集落排

水管路布設工事請負費１４９万８，０００円の減額であります。 

  施設維持管理費、既定額から１９９万９，０００円を減額し、５，８０７万８，００

０円と定めています。これにつきましては、各地区の施設維持管理費の精査による減額

であります。 

  ８ページをお願いします。 

  公債費、利子、既定額から１２万５，０００円を減額し、３，２６２万９，０００円

と定めています。一時借入金利子の減額であります。 

  ９ページの給与費明細書につきましては、お目通しをお願いします。 

  続きまして、報告第１４号を説明させていただきます。 

  報告第１４号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１３号、平成２４年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第３号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１３号、平成２４年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第３号）。 

  平成２４年度上富田町の特別会計公共下水道事業補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２，９８２万８，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９，７４４万７，０００円と

する。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 
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  第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成２５年３月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  歳入につきましては、今回事業費の確定により精査しております。 

  歳入合計、既定額から２，９８２万８，０００円を減額し、２億９，７４４万７，０

００円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  歳出につきましても精査をしております。 

  歳出合計、既定額から２，９８２万８，０００円を減額し、２億９，７４４万７，０

００円と定めています。 

  ４ページをお願いします。 

  「第２表 地方債補正」。 

  地方債の変更でございまして、事業費の確定により限度額９，０４０万円から３，２

８０万円を減額し、５，７６０万円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  ５ページ、６ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、お

目通しをお願いいたします。 

  ７ページをお願いいたします。 

  ２、歳入です。 

  分担金及び負担金、公共下水道受益者負担金、今回、既定額に６５３万３，０００円

を追加し、１，７９３万３，０００円と定めています。 

  使用料及び手数料、公共下水道使用料、既定額から８５万２，０００円を減額し、３，

１５２万４，０００円、国庫支出金、公共下水道事業費国庫補助金、既定額から９２５

万円を減額し、５，０７５万円、財産収入、利子及び配当金、既定額に４，０００円を

追加し、１３万４，０００円、繰入金、下水道事業基金繰入金、既定額に６１９万７，

０００円を追加し、１，５８９万５，０００円。 

  次のページをお願いします。 

  諸収入、町預金利子、既定額から１，０００円を減額し、ゼロ円、雑入、既定額に３

４万１，０００円を追加し、３４万２，０００円、消費税還付金であります。 

  町債、公共下水道事業債、既定額から３，２８０万円を減額し、５，７６０万円と定
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めています。 

  次のページをお願いします。 

  ３、歳出です。 

  公共下水道事業費、既定額から２，０５１万４，０００円を減額し、１億６，８３３

万３，０００円と定めています。主なものとしましては、事業費精査による下水道管布

設工事請負費３，０８３万５，０００円の減額であります。 

  積立金につきましても精査し、１，２７４万円の増額をしております。これによりま

して、平成２４年度末の基金総額は、２億９４２万４，１２２円でございます。 

  次のページをお願いします。 

  施設維持管理費、既定額から７２９万５，０００円を減額し、２，５３２万３，００

０円としています。これにつきましては、浄化センター、朝来汚水中継ポンプ場等維持

管理費の精査による減額であります。 

  公債費、元金につきましては、補正額はございませんが、財源内訳の変更であります。 

  利子、既定額から２０１万９，０００円を減額し、３，８２５万円としています。償

還金利子と一時借入金の利子であります。 

  次のページをお願いします。 

  １１ページの給与費明細書につきましては、お目通しをお願いします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  報告第１５号についてご説明申し上げます。 

  報告第１５号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１４号、平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第１４号、平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）。 

  平成２５年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 
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  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億５，４３６万４，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億５，９８６万４，０００円

とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  一時借入金の補正。 

  第２条、一時借入金の借り入れの最高額に４億円を追加し、一時借入金の借り入れの

最高額を５億円とする。 

  平成２５年５月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」でございます。 

  歳入です。 

  諸収入、既定額に４億５，４３６万４，０００円を追加してございます。 

  歳入合計としまして、既定額に４億５，４３６万４，０００円を追加し、６億５，９

８６万４，０００円と定めてございます。 

  歳出でございます。 

  公債費、既定額に５００万円を追加し、６５０万円、前年度繰上充用金としまして、

既定額に４億４，９３６万４，０００円を追加し、４億４，９３６万４，０００円、歳

出合計としまして、既定額に４億５，４３６万４，０００円を追加し、６億５，９８６

万４，０００円と定めてございます。 

  ３ページの事項別明細書、総括につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  歳入です。 

  諸収入、宅地造成事業収入、既定額に４億５，４３６万４，０００円を追加し、４億

９，４０６万３，０００円、合計としまして、既定額に４億５，４３６万４，０００円

を追加しまして、６億５，９８６万４，０００円と定めてございます。 

  歳出でございます。 

  公債費、利子、既定額に５００万円を追加し、６５０万円としてございます。これに

つきましては、一時借入金利子となってございます。 

  前年度繰上充用金につきましては、既定額に４億４，９３６万４，０００円を追加し

てございます。 

  参考としまして、２４年度につきましては、４億５，３３３万９，０００円となって

ございました。 
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  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、撫養君。 

○総務政策課企画員（撫養充洋） 

  それでは、報告第１６号、第１７号についてご説明申し上げます。 

  まず、報告第１６号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１５号、平成２５年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１

号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次の１ページをお願いいたします。 

  専決第１５号、平成２５年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１

号）でございます。 

  平成２５年度上富田町の特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６０３万８，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８１６万３，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は、５００万円と定める。 

  平成２５年５月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次の２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  １款諸収入、既定額に６０３万８，０００円を追加し、８１６万３，０００円と定め

ております。 

  歳入合計といたしましては、既定額に６０３万８，０００円を追加し、８１６万３，

０００円と定めております。 
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  歳出でございます。 

  １款公債費、既定額に５万円を追加し、２１７万５，０００円と定めております。 

  ２款前年度繰上充用金、今回新たに５９８万８，０００円を計上いたしております。 

  歳出合計といたしましては、既定額に６０３万８，０００円を追加し、８１６万３，

０００円と定めております。 

  次の３ページ目の事項別明細書、１、総括につきましては、恐れ入りますがお目通し

のほうをお願いいたします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  ２、歳入、１款諸収入、１目宅地取得資金貸付金元利収入、既定額に６０３万８，０

００円を追加し、８１６万３，０００円と定めております。 

  ３、歳出、１款公債費、２目利子、既定額に５万円を追加し、３７万８，０００円と

定めております。 

  合計といたしましては、既定額に５万円を追加し、２１７万５，０００円と定めてお

ります。 

  ２款前年度繰上充用金でございますが、今回新たに５９８万８，０００円を追加計上

いたしております。 

  続きまして、報告第１７号についてご説明申し上げます。 

  報告第１７号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１６号、平成２５年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第１

号）。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次の１ページをお願いいたします。 

  専決第１６号、平成２５年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第１

号）でございます。 

  平成２５年度上富田町の特別会計住宅新築資金貸付補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４，３１１万９，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，１７１万１，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入



－ 44 － 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は、５，０００万円と定める。 

  平成２５年５月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次の２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」でございます。 

  歳入でございます。 

  １款諸収入、既定額に４，３１１万９，０００円を追加し、５，１７１万１，０００

円と定めております。 

  歳入合計といたしましては、既定額に４，３１１万９，０００円を追加し、５，１７

１万１，０００円と定めております。 

  歳出でございます。 

  １款公債費、既定額に５０万円を追加し、９０９万２，０００円と定めております。 

  ２款前年度繰上充用金、今回新たに４，２６１万９，０００円を計上いたしておりま

す。 

  歳出合計といたしましては、既定額に４，３１１万９，０００円を追加し、５，１７

１万１，０００円と定めております。 

  次の３ページ、事項別明細書、１、総括につきましては、恐れ入りますがお目通しの

ほうをお願いいたします。 

  ４ページお願いいたします。 

  ２、歳入、１款諸収入、１目住宅新築資金貸付金元利収入、既定額に４，３１１万９，

０００円を追加し、５，１７１万１，０００円と定めております。 

  ３、歳出、１款公債費、２目利子、既定額に５０万円を追加し、１８７万５，０００

円と定めております。 

  合計としましては、既定額に５０万円を追加し、９０９万２，０００円と定めており

ます。 

  ２款前年度繰上充用金でございます。今回新たに４，２６１万９，０００円を計上い

たしております。 

  以上でございます。何とぞご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

───────────── 
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休憩 午前１１時４１分 

───────────── 

再開 午後 １時３０分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  引き続き、提案理由の説明を求めます。 

  総務政策課長、山本君。 

○総務政策課長（山本敏章） 

  よろしくお願いします。 

  それでは、私から議案第３４号から議案第３７号までの条例案につきましてご説明申

し上げます。 

  議案第３４号、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。 

  職員の給与等に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  職員の給与等に関する条例の一部改正。 

  職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  附則に次の１項を加える。 

  給料の減額支給措置に関する期間の特例第７項、平成２５年７月１日から平成２６年

３月３１日までの間における職員の給料月額は、８条の規定にかかわらず、同条に既定

する額から当該額の１００分の３を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。 

  この附則の一部改正につきましては、地方公務員の給料について、国家公務員の給料

の改定及び臨時特例に関する法律に基づく、国家公務員の給料減額措置を踏まえ、地方

公共団体におきましても速やかに国に準じて必要な措置を講じるよう、総務大臣の要請

に基づき条例の一部改正を行うものでありまして、平成２５年度に限って緊急に実施す

るものであります。 

  附則で、この条例は平成２５年７月１日から施行するとしてございます。 

  なお、次のページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照願います。 

  ご承認賜りますよう何とぞよろしくお願いします。 

  続きまして、議案第３５号についてご説明申し上げます。 

  議案第３５号、町長及び副町長の給与減額支給に関する条例の一部を改正する条例。 
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  町長及び副町長の給与減額支給に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  町長及び副町長の給与減額支給に関する条例の一部改正。 

  町長及び副町長の給与減額支給に関する条例の一部を次のように改正する。 

  本則中、「１００分の１０」の次に、「平成２５年７月１日から平成２６年３月３１

日までの間にあっては、１００分の１３．６」を加える。 

  この本則の一部改正につきましては、国家公務員の給与改定及び臨時特例に関する法

律を踏まえ、地方公共団体の特別職におきましても、速やかに国に準じて必要な措置を

講じるよう、総務大臣の要請に基づきまして条例の一部を改正するものであります。平

成２５年度に限って実施するものであります。 

  改正内容につきましては、平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間、

現在の町長、副町長の減額支給給料月額に３．６％を上乗せして減額するものでありま

す。 

  附則で、この条例は平成２５年７月１日から施行するとしてございます。 

  なお、次のページに新旧対照表を添付しておりますのでご参照ください。 

  ご承認賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第３６号についてご説明申し上げます。 

  議案第３６号、上富田町教育委員会教育長の給与減額支給に関する条例の一部を改正

する条例。 

  上富田町教育委員会教育長の給与減額支給に関する条例の一部を別紙のように改正す

る。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町教育委員会教育長の給与の減額支給に関する条例の一部を改正する条例

（案）。 

  上富田町教育委員会教育長の給与減額支給に関する条例の一部改正。 

  上富田町教育委員会教育長の給与の減額支給に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  本則中、「１００分の１０」の次に、「平成２５年７月１日から平成２６年３月３１

日までの間にあっては、１００分の１３．６」を加える。 

  この本則の一部改正につきましては、議案第３５号と同じく、国家公務員の給与改定
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及び臨時特例に関する法律を踏まえ、地方公共団体の特別職におきましても、速やかに

国に準じて必要な措置を講じるよう、総務大臣の通達に基づき、条例の一部改正を行う

もので、平成２５年度に限って緊急に実施するものであります。 

  改正内容につきましても、平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間、

現在の教育長の減額支給給料月額に３．６％を上乗せして減額するものであります。 

  附則で、この条例は平成２５年７月１日から施行するとしてございます。 

  なお、次のページに新旧対照表を添付しておりますのでご参照願います。 

  ご承認賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第３７号についてご説明申し上げます。 

  議案第３７号、上富田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例。 

  上富田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を別紙のように制定

する。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（案）。 

  この条例につきましては、監査委員による定例監査の指摘事項を踏まえ、地方自治法

第２３４条の３及び同施行令１６７の１７の規定に基づきまして、町が締結する長期継

続契約に関し、必要な事項を定めるものであります。 

  町が長期継続契約を締結することができる契約につきましては、第２条に規定してお

ります。 

  第１号、物品を借り入れる契約で、商慣習上、複数年度にわたって契約を締結するこ

とが一般的なもののうち、規則で定めるもの。 

  第２号、経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、年間を通じて契約を締結す

ることが必要であるもののうち、規則で定めるものとしております。 

  なお、附則で、この条例は平成２５年７月１日から施行すると規定しております。 

  何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、和田君。 

○住民生活課長（和田精之） 

  それでは、議案第３８号から議案第３９号についてご説明申し上げます。 

  議案第３８号、上富田町住民生活に光をそそぐ基金条例を廃止する条例。 

  上富田町住民生活に光をそそぐ基金条例を廃止する。 
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  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町住民生活に光をそそぐ基金条例を廃止する条例（案）。 

  上富田町住民生活に光をそそぐ基金条例を廃止する。 

  附則、この条例は平成２５年７月１日から施行する。 

  この条例につきましては、平成２３年に交付金事業で交付される交付金を運営するた

めに制定されたものでありますが、平成２４年度で交付金事業が終了しましたので、本

基金条例を廃止するものであります。 

  続きまして、議案第３９号をお願いいたします。 

  議案第３９号、紀南環境広域施設組合の設置に関する協議について。 

  地方自治法第２８４条第２項の規定に基づき、紀南環境広域施設組合を設置するため、

次のとおり規約を定め、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  紀南環境広域施設組合規約（案）。 

  本規約は、現在の事業主体である財団法人紀南環境整備公社の該当する公益法人制度

改革に伴う平成２５年１１月末の法期限までに組織移行が必要なことから、それまでに

本事業を引き継ぐ新たな事業主体として一部事務組合を設立するものです。 

  この規約は、条文１２条と附則で構成されております。第１条で名称、第２条で構成

団体、第３条で共同処理する事務、第４条で事務所の位置、第５条で組合組織及び議員

の選挙の方法、第６条で組合議員の任期、第７条で議長及び副議長、第８条で執行機関

の組織及び選任の方法、第９条で監査委員、第１０条で経費の支弁の方法、第１１条で

地方自治法の準用、第１２条で委任を定めております。 

  附則、この規約は、平成２５年８月１日から施行するとしています。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  議案第４０号をご説明いたします。 

  議案第４０号、平成２５年度上富田町一般会計補正予算（第１号）。 

  平成２５年度上富田町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５億５，７０９万４，００
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０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６２億１，２０９万４，０００

円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  歳入では、１２款分担金及び負担金で、既定額に１２２万５，０００円を追加し、７，

７４６万２，０００円と定めています。 

  １３款使用料及び手数料で、既定額に５万円を追加、１４款国庫支出金で、既定額か

ら４６７万円を減額、１５款県支出金で、既定額に１，５２４万５，０００円を追加、

１８款繰入金で、既定額に５，４７４万４，０００円を追加、２０款諸収入で、既定額

に１５０万円を追加、２１款町債で４億８，９００万円を追加、歳入合計では、既定額

に今回５億５，７０９万４，０００円を追加し、６２億１，２０９万４，０００円と定

めています。 

  次に、歳出です。 

  ２款総務費で、既定額に今回４億４，９３５万１，０００円を追加し、１１億８，６

５８万１，０００円と定めています。 

  ３款民生費で、既定額に１６０万７，０００円を追加、４款衛生費で、既定額に５５

０万円を追加、５款農林水産業費で、既定額に３５５万５，０００円を追加、８款消防

費で、既定額に１，５８１万２，０００円を追加、９款教育費で、既定額に６，１２６

万９，０００円を追加、１０款災害復旧費で、既定額に２，０００万円を追加。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出合計では、既定額に今回５億５，７０９万４，０００円を追加し、６２億１，２

０９万４，０００円と定めています。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第２表 地方債補正」です。 

  追加です。 

  駐車場整備事業で、限度額２，３２０万円としています。起債の方法、利率、償還の

方法につきましては、当初予算と変更はありません。恐れ入りますがお目通しをお願い

いたします。 
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  次のページをお願いいたします。 

  変更では、防災対策事業費で限度額を４億５，０００万円追加し、４億９，１４０万

円に、消防施設整備事業で限度額を１，５８０万円追加し、３，５７０万円としてござ

います。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書。 

  １、総括につきまして、このページから９ページの明細につきましては、恐れ入りま

すがお目通しをお願いいたします。 

  各内訳につきまして、歳出からご説明させていただきます。 

  １２ページをお願いいたします。 

  歳出につきまして、２款総務費では、防災対策費で４億４，７７５万３，０００円の

追加で、主なものとしましては、防災行政無線のデジタル化整備のため、委託料及び工

事請負費で４億５，９９０万１，０００円を措置しております。 

  デジタル化を行うに当たり、当初予算でご承認いただきましたアナログ対応の防災ラ

ジオ購入費及びＪ－ＡＬＥＲＴ連動放送卓の改良工事請負費につきましては、減額措置

を行っております。 

  男女共同参画社会推進費では、１５９万８，０００円の追加で、内閣府との共催で１

０月５日開催予定の男女共同参画フォーラムの事業費を措置しております。 

  ３款民生費では、社会福祉総務費で４２万円の追加で、小規模多機能施設紫蘭駐車場

整備工事請負費を措置しております。 

  保育所運営費では、１１８万７，０００円の追加で、はるかぜ保育所のひさしの増設

及び進入路の舗装工事請負費を措置しております。 

  ４款衛生費では、予防費で５５０万円の追加です。５月２１日、知事より発表のあり

ました風疹ワクチンの接種緊急事業助成費を措置しております。 

  次のページをお願いいたします。 

  ５款農林水産業費では、小規模土地改良事業で３５５万５，０００円の追加で、市ノ

瀬根皆田地区揚水機改修工事請負費等を措置してございます。 

  ８款消防費では、常備消防費で１，５８１万２，０００円の追加で、消防救急無線デ

ジタル化に伴う県協議会共同整備分として措置してございます。 

  ９款教育費では、社会教育総務費で２７０万円の追加で、生馬口獅子舞保存会への補

助金としてコミュニティ助成事業補助金を措置しています。 

  公民館運営費では、５０万円の追加で、岩田公民館修繕料を措置しております。 

  体育施設管理費で、５，８０６万９，０００円の追加で、主なものとしましては、体
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育施設のトイレ改修工事及び駐車場整備工事請負費で５，１２４万４，０００円、多目

的グラウンドの人工芝補修材購入費として２２２万４，０００円を措置しています。 

  １０款災害復旧費では、単独災害復旧事業で２，０００万円の追加で、救馬谷地区の

のり面災害復旧工事請負費等を措置しております。 

  次の１６ページの給与明細書につきましては、恐れ入りますがお目通しをお願いいた

します。 

  歳入を説明させていただきますので、１０ページをお願いいたします。 

  歳入につきましては、今回の補正に係る財源となっております。 

  １２款分担金及び負担金の農林業費負担金は、小規模土地改良事業負担金１２２万５，

０００円を措置しています。 

  １３款使用料及び手数料の教育使用料は、くちくまの文化交流館使用料５万円を措置

しています。 

  １４款国庫支出金の総務費国庫補助金は、防災情報通信設備整備事業費補助金５６７

万円を減額、地域経済活性化雇用創出臨時交付金１００万円を措置しています。 

  １５款県支出金の総務費県補助金は、体育施設トイレ改修事業費補助金１，１１０万

円を、衛生費県補助金は、風疹ワクチン接種緊急助成事業補助金３０９万５，０００円

を、農林業費県補助金は、小規模土地改良事業費補助金１０５万円を措置しています。 

  １８款繰入金の財政調整基金繰入金は、５，４７４万４，０００円を追加、２０款諸

収入の雑入は、コミュニティ助成事業助成金２５０万円を措置、防災ラジオ購入負担金

１００万円を減額しております。 

  ２１款町債の総務債で防災行政無線デジタル化整備事業債４億５，０００万円を、消

防債で消防救急無線デジタル化整備事業債１，５８０万円を、教育債で駐車場整備事業

債２，３２０万円を措置してございます。 

  以上が今回の補正内容でございます。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  議案第４１号についてご説明申し上げます。 

  議案第４１号、平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第２号）。 

  平成２５年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，９００万円を追加し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億９，８８６万４，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  諸収入、既定額に３，９００万円を追加してございます。 

  歳入合計では、既定額に３，９００万円を追加し、６億９，８８６万４，０００円と

定めてございます。 

  歳出でございます。 

  宅地造成費、既定額に３，９００万円を追加してございます。 

  歳出合計では、既定額に３，９００万円を追加し、６億９，８８６万４，０００円と

定めてございます。 

  ３ページの事項別明細書、総括につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  ４ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  諸収入、宅地造成事業収入、既定額に４００万円を追加し、４億９，８０６万３，０

００円、雑入としまして、既定額に３，５００万円を追加し、２億８０万円、計としま

して、既定額に３，９００万円を追加し、６億９，８８６万４，０００円と定めてござ

います。 

  歳出でございます。 

  宅地造成事業費につきましては、既定額に４００万円を追加し、５，４６２万４，０

００円と定めてございます。これにつきましては、工事請負費としまして、栗ヶ谷墓地

の整備工事を計画してございます。今回、約２０から３０区画を整備する予定としてご

ざいます。 

  残土処理場事業費でございます。既定額に３，５００万円を追加し、１億８，８３７

万６，０００円と定めてございます。これにつきましては、生馬企業用地造成事業区域

内の土地の６万３，７７５平米の購入費を措置してございます。 

  計としまして、既定額に３，９００万円を追加し、２億４，３００万円と定めてござ

います。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 
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  産業建設課企画員、菅谷君。 

○産業建設課企画員（菅谷雄二） 

  よろしくお願いします。 

  私のほうからは、議案第４２号をご説明させていただきます。 

  議案第４２号、平成２５年度上富田町特別会計朝来財産区補正予算（第１号）。 

  平成２５年度上富田町の特別会計朝来財産区補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３３９万３，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８１６万６，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２５年６月１１日提出、朝来財産区管理者、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  １款財産収入、２項不動産売り払い収入、今回新たに３３９万３，０００円を計上し

ております。 

  歳入合計といたしまして、既定額に３３９万３，０００円を追加し、８１６万６，０

００円と定めております。 

  歳出です。 

  ２款総務費、既定額に３３９万３，０００円を追加し、７０８万４，０００円と定め

ております。 

  歳出合計で、既定額に３３９万３，０００円を追加し、８１６万６，０００円と定め

ております。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、恐れ入りますがお目通しをお願いい

たします。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２、歳入です。１款財産収入、２項財産売り払い収入、１目不動産売り払い収入、今

回新たに３３９万３，０００円を計上しております。 

  １節不動産売り払い収入３３９万３，０００円、この不動産の売却につきましては、

町が計画いたします大内谷残土処分場の用地として所有地の売却をするものです。その
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明細につきましては、朝来字大内谷１７１３番１０ほか４筆、地目は山林等でございま

す。面積が総計で３，３９３．３８平米となってございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ３、歳出、２款総務費、１目一般管理費、既定額に３３９万３，０００円を追加し、

７０８万４，０００円としております。 

  １１節需用費、消耗品といたしまして９万３，０００円、２５節積立金といたしまし

て、財政調整基金積立金といたしまして１３０万、２６節寄附金といたしまして２００

万、既定額に２００万を追加いたしまして、さわやか上富田まちづくり寄附金のほうへ

寄附と計上しております。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  私からは、議案第４３号から議案第４５号についてご説明申し上げます。 

  議案第４３号、土地取得について。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基

づき、下記のとおり土地を取得することについて、地方自治法第９６条第１項第８号の

規定により、議会の議決を求める。 

  記。 

  １、取得物件、西牟婁郡上富田町生馬字山王１４０４番１３、畑ほか１２筆、６万３，

７７５平米。 

  ２、取得価格、一金３，５００万円。 

  ３、目的、企業用地造成事業用地として。 

  ４、契約の相手方、西牟婁郡上富田町生馬１３４４番地、栗栖正昭。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  本用地につきましては、生馬企業用地造成事業区域にございまして、現在の進入道路

部分から林業試験場裏に所有されておりました土地で、今後、事業を進めていく上で重

要な部分の用地であることから、今回、土地を取得するものでございます。 

  次のページに、参考資料といたしまして土地売買仮契約書を添付してございます。 

  仮契約書の最後の条項に議会の議決を得たとき、本契約が成立するものとなってござ

います。 

  どうかご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第４４号についてご説明申し上げます。 
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  議案第４４号、土地取得について。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基

づき、下記のとおり土地を取得することについて、地方自治法第９６条第１項第８号の

規定により、議会の議決を求める。 

  記。 

  １、取得物件、西牟婁郡上富田町朝来大内谷１７１４番、山林ほか１０筆、３，７１

７．７７平米。 

  ２、取得価格、一金３８０万６，０００円。 

  ３、目的、宅地造成事業用地として。 

  ４、契約の相手方、西牟婁郡上富田町朝来１４０５番地の１、竹中哲ほか５名。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  この用地につきましては、高速道路の残土処分場としまして計画の大内谷第二残土処

分場造成工事の用地としまして、３月議会におきましてご承認いただきました残りの土

地を所有者６名から取得するものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  用地取得内訳書でございます。 

  竹中哲ほか５名の全１１筆、３，７１７．７７平米、契約金額で３８０万６，０００

円の内訳書となってございます。 

  最後のページに、参考資料としまして土地売買仮契約書を添付してございます。 

  仮契約書の最後の条項に議会の議決を得たときに本契約が成立するものとなってござ

います。 

  どうかご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第４５号についてご説明申し上げます。 

  議案第４５号、工事請負契約の締結について。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基

づき、指名競争入札に付した平成２５年度 第１号 高速道路推進事業 大内谷第二残

土処分場造成工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第９６

条第１項第５号の規定によって、議会の議決を求める。 

  記。 

  １、契約の目的、平成２５年度 第１号 高速道路推進事業 大内谷第二残土処分場

造成工事。 

  ２、契約の方法、指名競争入札による契約。 

  ３、契約金額、３億６７万４，８５０円。 
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  ４、契約の相手方、大阪市北区豊崎３丁目１９番３号、東急建設株式会社大阪支店、

執行役員支店長内海秀樹。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  本工事につきましては、指名競争入札による工事請負契約でございます。指名業者に

つきましては、東急建設株式会社大阪支店、株式会社松村組大阪本店、山陽工業株式会

社、株式会社淺川組、大日本土木株式会社和歌山営業所の５業者でございます。 

  工事内容につきましては、地盤改良工としまして２万３０立米、暗渠排水工２，１９

７メートル、防災堰堤工としまして５カ所を施工しまして、搬入盛土としまして２０万

立米を受け入れるというものでございます。 

  次のページに、参考資料といたしまして仮契約書の写しを添付してございます。 

  仮契約書の最後の条項に、議会の議決があったときにこの契約と同一の条項により、

本契約を締結したものとするとなってございます。 

  どうかご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、森岡君。 

○総務政策課企画員（森岡真輝） 

  私からは、議案第４６号についてご説明させていただきます。 

  議案第４６号、物品購入契約の締結について。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基

づき、下記のとおり物品を取得することについて、地方自治法第９６条第１項第８号の

規定により、議会の議決を求める。 

  記。 

  取得物品、高規格救急自動車１台。 

  ２、取得価格、一金１，４５０万７，３２０円。 

  ３、契約の相手方、和歌山県田辺市上の山１丁目８番１６号、日産プリンス和歌山販

売株式会社田辺支店、支店長寺端徹夫。 

  平成２５年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  物品の購入につきましては、高規格救急自動車の購入でありまして、指名競争入札に

よる物品購入契約となっています。現在使用しています救急車は、平成９年２月に購入

し、１６年目を迎えることから、更新・整備するものであります。 

  指名業者につきましては、日産プリンス和歌山販売株式会社田辺支店、和歌山日産自

動車株式会社田辺店、和歌山トヨペット株式会社田辺店、和歌山トヨタ自動車株式会社

田辺店の４業者でございます。 
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  仕様内容につきましては、車両全長５メートル８０、全幅２メートル、高さが２メー

トル６０で、総排気量は２，６００㏄となっています。 

  次のページに、参考資料としまして仮契約書の写し及び仕様書を添付してございます。 

  仮契約書の最後の条項に、議会の議決が得たときにこの契約と同一の条項により、本

契約を締結したものとするとなっていますので、どうかご承認賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  以上をもって、提案理由の説明を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

△延  会 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会をいたします。 

  次回は、６月１８日午前９時３０分となっておりますので、ご参集お願い申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

延会 午後２時０７分 


